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【申】【問】〒 308-8616　筑西市丙 360番地　介護保険課（本庁２階）☎２２−０５２８

介護保険料の減免・猶予について
　第１号被保険者（65歳以上の人）が、災害や生活困窮などにより介護保険
料を納付することが困難となった場合に、申請により介護保険料の減免又は
徴収を猶予する制度があります。

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者（同じ世帯の中で一番収入のある人）　　　
が下記の①又は②に該当する人
①�死亡又は重篤な傷病（１ヶ月以上の治療を要する場合）を負った場合
②�事業収入など（事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入）の減少が見込まれ、下記の
ア及びイのいずれにも該当する場合

▶︎申込期限＝令和４年３月 31日（木）

ア　�事業収入などの減少額（保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額）が、
前年の当該事業収入などの額の 10分の３以上である。

イ　�合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所
得の合計額が 400万円以下である。

▶︎申込方法＝�申請書類を電話で申し込むかホームページからダウンロードして、介護保険課に提出又
は郵送してください。詳しくは、ホームページをご覧ください。

災害などにより収入が著しく減少した場合 生活が著しく困窮している場合

市民税非課税世帯のうち、下記のすべてに該当し、
減免が必要と認められる人
・世帯全員の所得金額がないこと
・�世帯全員の前年の収入金額が生活保護基準以下
であること
・市民税課税者に扶養されていないこと
・市民税課税者と生計を一にしていないこと
・�一定額以上の預貯金や自宅以外に資産を所有し
ていないこと
・保険料に未納がないこと
▶︎申込期限＝９月 30日（木）

下記のいずれかに該当し、減免又は徴収の猶予が
必要と認められる人
・�震災、火災などの災害により、財産に著しい損
害を受けた場合
・�死亡又は心身の重大な障がい、長期入院したこ
とにより収入が著しく減少した場合
・�事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減
少した場合
・�災害などによる農作物の不作により収入が著し
く減少した場合
▶︎申請期間＝随時受付

　第１号被保険者（65歳以上の人）が、新型コロナウイルス感染症により介
護保険料を納付することが困難となった場合に、申請により４月分から令和
４年３月分までの介護保険料の全額又は一部を減免する制度があります。
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【問】市選挙管理委員会（総務課内）☎２４︎−２１７８

　８月 25 日（水）の「新聞折込」で配布します。
そのほか、下記のとおり設置しますのでご利用
ください。

設置場所：�市役所、各支所、川島出張所な
どの公共施設及び金融機関など

第４投票所

　９月５日（日）に、自宅と投票所をタクシー
で送迎します。このサービスを利用するには条
件があります。
詳しくは下記をご覧ください。

　仕事や旅行などで、選挙期間中、市外に滞在
している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委
員会で不在者投票ができます。
・�必ず本人が「宣誓書（投票用紙等請求書）」

を記入し、市選挙管理委員会宛に直接、郵便、
Web（いばらき電子申請・届出サービス）の
いずれかの方法で請求してください。

・市ホームページ
・案内チラシ
　設置場所：総務課、各支所、川島出張所

茨城県知事選挙茨城県知事選挙
9月5日（日）
８月20日（金）〜９月４日（土）

投票日 午前７時〜午後６時

 午前８時 30 分〜午後８時

投票時間 

投票時間 
場 所

開   票 ９月５日（日）午後８時〜 筑西市役所スピカビル６階コミュニティプラザ

●投票所が変わります

下館西中学校
（多目的ホール）

第 10 投票所
河間小学校
（体育館）

下館総合体育館
（サブアリーナ） 河間公民館

旧旧

新新

●投票所は入場券で確認
・�入場券がない場合でも、本人であることが確
認できれば投票可能です。
・�スリッパなどに履き替える投票所では、新型
コロナウイルス感染症対策のため上履きを持
参するなど、ご協力をお願いします。

※�投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない人や、混雑により新型コロナウイルス感染症などへの
感染を心配されている人は、上記の期間・場所で期日前投票ができます。

①筑西市役所スピカビル１階　憩の広場　②関城支所
③明野支所　④協和公民館（協和支所）　⑤川島出張所

期日前期日前
投票投票

※�「宣誓書」はホームページに掲載
しています。日数がかかりますの
で、手続きはお早めにお願いしま
す。

●選挙期間中、市外に滞在している人へ

●郵便などで不在者投票ができる場合

●高齢者等投票支援（タクシー送迎）

●選挙公報の配布
　次の人は、不在者投票ができる場合がありま
す。詳しくは、市選挙管理委員会に問い合わせ
てください。
・病院や老人ホームなどに入所している人
・障がいがある人
・�新型コロナウイルスに感染して、自宅やホテ
ルで療養している人（特例郵便等投票）
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　年に一度の健康診断をぜひ受診してください。受診するには予約が必要です。

受診日を決める

申し込む

▶会場　下館保健センター

費用など
詳しくは
こちら

受診時間は予約時に
確認してください

電話やWebで
▶受付期間　８月30日㈪〜９月３日㈮
▶受付時間　午前９時〜午後５時

▶受付期間　８月29日㈰午前９時〜９月５日㈰終日

※24時間受付

電話予約

予約方法

0570-077-150

Web予約

健診日 胃がん検診 健診日 胃がん検診

10 月 11日㈪ なし 10月 28日㈭ あり

10月 12日㈫ なし 10月 29日㈮ あり

10月 13日㈬ なし 10月 30日㈯ あり

10月 14日㈭ なし 11月 ８ 日㈪ あり

10月 15日㈮ なし 11月 ９ 日㈫ あり

10月 26日㈫ あり 11月 10日㈬ あり

10月 27日㈬ あり 11月 11日㈭ あり

【問】健康増進課（本庁２階）☎２２−０５０６

成人集団健診のお知らせ下館地区

ちくせい花火大会 2310．
コロナ終息と新成人へのエールを込めて ! 約15,000 発の花火 

午後６時開演

道の駅グランテラス筑西

土

※10 万円以上の協賛金は、銀行振込又は窓口での現金支払となり
　ますのでご了承ください。

カメラマン席

５千円
協 賛 特 典協賛金

１万円

２万円

10万円

①公式HP、大会プログラムに協賛者名を掲載 ②記念品の贈呈

①②＋観覧席（イス指定席）を１席ご用意します。

①②＋観覧席（イス指定席）を10 席又はテーブル付き４人
席（イス指定席）をご用意します。

①②＋撮影スペースを１マス（１名様分）ご用意します。
※カメラマン席は「イープラス」でのみ取り扱います。

協賛金 ２次募集のお知らせ

①現金の場合…市役所観光振興課窓
　口にて（本庁３階・平日のみ）
②銀行振込…専用の申込用紙を提出
　後、お振込みください（申込用紙は
　公式ホームページからダウンロー
　ド又は支所・公民館などに設置）。
③プレイガイド「イープラス」にて

①現金の場合…市役所観光振興課窓
　口にて（本庁３階・平日のみ）
②銀行振込…専用の申込用紙を提出
　後、お振込みください（申込用紙は
　公式ホームページからダウンロー
　ド又は支所・公民館などに設置）。
③プレイガイド「イープラス」にて

申込方法

ちくせい
花火大会
公式HP

募集期間…８月 31日（火）まで。詳しくはホームページをご覧ください。

開
催
日
時 荒天時 24日

メイン会場

【申】【問】ちくせい花火大会実行委員会
☎20－1160（観光振興課内）※募集期間終了後も協賛特典は変わりますが、引き続き協賛金は受け付けます。
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【問】下水道課（本庁３階）☎２２−０５０３／県環境対策課　☎０２９−３０１−２９６６

　浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。
浄化槽の機能を十分に発揮させるため、定期的な維持管理（保守点検・清掃）
と法定検査を実施することが法律により義務付けられています。

水環境の保全のため、みなさんの
ご協力をお願いします。

■　�浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行
われ、きれいな水が放流されているか
を検査します。

■　�最初の検査は浄化槽の使用開始から３
〜８か月以内に１回、２回目以降は年
に１回行う必要があります。

■　�未受験の場合、県から受験指導文書が
送付されます。

■　�県指定検査機関である（公社）県水質
保全協会に申し込んでください。

■　�浄化槽内の機器、送風機やタイマーな
どの点検を行います。また、消毒剤を
定期的に補充し、放流水が不衛生にな
らないようにします。

■　�10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、３
〜４か月に１回行うことが必要です。

■　�保守点検は、県に登録している業者に
依頼してください。

保守点検

■　�浄化槽内の汚泥などの抜き取りを行い
ます。

■　�年に１回以上（全ばっ気方式は６か月
に１回以上）行う必要があります。

■　�市の許可を受けた清掃業者に依頼して
ください。

清掃

■　�保守点検、清掃、法定検査を一括して
契約することもできます。

■　�保守点検・清掃業者又は（公社）県水
質保全協会に申し込んでください。

一括契約システム

■　�単独処理浄化槽は、トイレからの汚水
のみを処理し、台所やお風呂からの生
活雑排水は、そのまま放流されてしま
います。生活雑排水も併せて処理でき
る合併処理浄化槽に転換することで、
汚れの量をおよそ８分の１に減らすこ
とができます。

■　�身近な水環境の保全のため、合併処理
浄化槽への転換をお願いします。

■　�浄化槽の設置には、条件により補助金
が交付されます。

転換（単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ）

法定検査（県指定検査機関による）

浄化槽をお使いのみなさんへ

【申】（公社）県水質保全協会　☎０２９−２９１−４００４
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Ａ
Ｙ
レ
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ス
ン
『
初
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レ
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メ

ン
ト
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▼
日
時
＝
９
月
18
日
（
土
）
午
前
９

時
～
正
午　
▼
定
員
＝
20
人　
▼
講

師
＝
安
藤
和
代
氏
（
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

一
級
技
能
士
）
▼
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用
＝
４
０
０
０

円
（
材
料
費
別
）
▼
申
込
方
法
＝
８

月
17
日
（
火
）
～
９
月
３
日
（
金
）

ま
で
に
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話
で
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約
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問
筑
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域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９
６
‐
７
５
‐
１
２
５
４
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ベ
ン
ト
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ウ
ォ
ー
ク
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り
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位
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定
事
業
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涯
学
習
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励
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位
該
当
事

業
】

▼
日
時
＝
９
月
５
日
（
日
）
午
前
８

時
～
10
時　
▼
集
合
場
所
＝
宮
山
ふ

る
さ
と
ふ
れ
あ
い
公
園　
▼
対
象
＝

市
内
在
住
の
人
（
５
～
６
㎞
を
歩
け
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人
）
▼
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＝
①
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ォ
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操
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ど
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②
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（
約
６
㎞
）
▼
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品
＝
飲
み
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、
帽
子
、
歩
き
や
す
い

服
装　
▼
費
用
＝
無
料

※
申
込
不
要

問
筑
西
市
健
康
運
動
普
及
員
会　
鳥

生　☎
０
８
０
‐
１
０
９
０
‐
５
７
４
８

▼
期
間
＝
１
か
月
以
内
（
賃
金
の
支

給
有
り
）　

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

申
問
（
公
社
）
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
７
０
２
１

市
健
康
運
動
普
及
員

養
成
講
座
（
全
８
回
）

　
運
動
の
実
技
を
行
い
な
が
ら
、
健

康
づ
く
り
に
必
要
な
運
動
の
知
識
を

学
び
ま
す
。
健
康
運
動
普
及
員
と
し

て
、
楽
し
み
な
が
ら
健
康
づ
く
り
の

輪
を
広
げ
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
期
日
＝
11
月
４
日
（
木
）
～
令
和

４
年
３
月
１
日
（
火
）
午
後
１
時
～

３
時　

▼
場
所
＝
下
館
保
健
セ
ン

タ
ー
ほ
か　
▼
対
象
＝
次
の
全
て
に

該
当
す
る
人
／
①
市
内
在
住
で
運
動

の
制
限
が
さ
れ
て
い
な
い
人
②
全
８

回
の
講
座
に
お
お
む
ね
参
加
で
き
る

人　
▼
定
員
＝
先
着
20
人　
▼
持
参

品
＝
室
内
用
運
動
靴
、
飲
み
物
、
筆

記
用
具
な
ど　
▼
費
用
＝
無
料　
▼

申
込
方
法
＝
10
月
１
日
（
金
）
ま
で

に
電
話
で

申
問
健
康
増
進
課
（
本
庁
２
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
22
‐
０
５
０
６

筑
西
地
域
職
業
訓
練

セ
ン
タ
ー　

【
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
１
Ｄ

協
和
特
別
支
援
学
校

体
験
入
学

　
教
育
内
容
な
ど
を
知
っ
て
も
ら
う

た
め
に
体
験
入
学
を
行
い
ま
す
。

▼
期
間
＝
10
月
12
日
（
火
）
～
21
日

（
木
）
▼
場
所
＝
県
立
協
和
特
別
支

援
学
校
（
谷
永
島
）
▼
対
象
＝
夏
季

教
育
相
談
に
出
席
し
、
令
和
４
年
４

月
か
ら
小
学
校
に
入
学
す
る
児
童
と

保
護
者　
▼
内
容
＝
授
業
体
験

▼
申
込
方
法
＝
９
月
17
日
（
金
）
ま

で
に
在
籍
園
へ
連
絡

問
県
立
協
和
特
別
支
援
学
校

　
　
　
　
　
　
　
☎
57
‐
４
３
４
１

募

集

母
子
家
庭
等

自
立
促
進
講
習
会（
全
８
回
）

【
調
剤
薬
局
事
務
講
座
】

▼
日
時
＝
11
月
14
日
～
令
和
４
年
1

月
16
日
（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
4

時
（
日
曜
開
催
）
▼
費
用
＝
テ
キ
ス

ト
代
、
保
険
料
、
試
験
代
と
し
て

９
２
０
１
円　
▼
場
所
＝
ラ
ー
ク
・

ハ
イ
ツ
（
水
戸
市
）
▼
対
象
＝
次
の

全
て
に
該
当
す
る
人
／
①
ひ
と
り
親

家
庭
又
は
寡
婦
家
庭
の
保
護
者
②
全

日
程
参
加
で
き
る
人
③
今
後
就
労
を

希
望
す
る
人　
▼
定
員
＝
20
人
（
定

員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

▼
申
込
期
限
＝
10
月
29
日
（
金
）
ま

で
に
申
込
用
紙
を
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

（
当
日
消
印
有
効
）

※
申
込
用
紙
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

申
問
（
福
）
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合

会
☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
８
４
９
７

　
FAX
０
２
９
‐
２
２
１
‐
８
６
１
８

看
護
職
再
就
業
支
援
研
修

カ
ム
バ
ッ
ク
支
援
セ
ミ
ナ
ー

　
再
就
業
に
必
要
な
研
修
の
場
を
提

供
し
ま
す
。
本
セ
ミ
ナ
ー
は
、
再
就

業
へ
の
不
安
の
解
消
し
、
職
場
復
帰

を
円
滑
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

【
ス
テ
ッ
プ
１
：
講
義
研
修
・
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
研
修
】

▼
期
日
＝
９
月
14
日
（
火
）
～
17
日

（
金
）、
10
月
９
日
（
土
）
▼
場
所
＝

県
西
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
野
殿
）

▼
対
象
＝
離
職
後
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る

未
就
業
看
護
職
員
又
は
復
職
後
就
業

１
年
未
満
で
看
護
技
術
に
不
安
が
あ

る
人　
▼
定
員
＝
30
人　
▼
費
用
＝

３
０
０
０
円
（
医
材
料
費
）

【
ス
テ
ッ
プ
２
：
実
務
研
修
】

▼
内
容
＝
県
内
の
医
療
機
関
な
ど
で

看
護
技
術
の
習
得　
▼
期
間
＝
５
日

間
程
度　

【
ス
テ
ッ
プ
３
：
試
用
研
修
】

▼
内
容
＝
実
務
研
修
で
学
び
き
れ
な

か
っ
た
看
護
実
践
技
術
の
習
得　

案

内

ど
す
こ
い
ペ
ア
中
止

　
今
年
の
ど
す
こ
い
ペ
ア
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
開
催
を
中
止
し
ま
す
。

問
市
観
光
協
会
（
観
光
振
興
課
内
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
20
‐
１
１
６
０　
　

個
人
事
業
税

第
１
期
分
の
納
付

　

個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
人

は
、
所
得
が
一
定
の
額
を
超
え
た
場

合
に
、
個
人
事
業
税
（
県
税
）
が
課

税
さ
れ
ま
す
。
納
税
通
知
書
を
８
月

中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
忘
れ
ず
に
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
納
期
限
＝
８
月
31
日
（
火
）

問
筑
西
県
税
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
☎
24
‐
９
１
９
２

ほ
っ
と
ラ
ン
ド
・
き
ぬ

臨
時
休
館

　
プ
ー
ル
の
水
入
替
え
、
清
掃
及
び

機
械
設
備
点
検
の
た
め
臨
時
休
館
し

ま
す
。

▼
期
間
＝
９
月
６
日
（
月
）
～
10
日

（
金
）

※
13
日（
月
）は
振
替
営
業
し
ま
す
。

問
ほ
っ
と
ラ
ン
ド
・
き
ぬ

　
☎
０
２
９
６
‐
３
０
‐
４
１
２
６
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リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
ヨ
ガ（
全
10
回
）

▼
日
時
＝
９
月
16
日
～
11
月
25
日

（
木
）
午
前
10
時
～
11
時
30
分　

▼
場
所
＝
協
和
公
民
館　
▼
対
象
＝

市
内
在
住
又
は
在
勤
の
人　
▼
定
員

＝
30
人　

▼
持
参
品
＝
ヨ
ガ
マ
ッ

ト
、
汗
拭
き
タ
オ
ル
、
飲
み
物　

▼
費
用
＝
無
料　
▼
申
込
方
法
＝
８

月
27
日
（
金
）
ま
で
に
来
館
又
は
電

話
で

申
問
協
和
公
民
館
☎
57
︲
２
５
１
５

え
ほ
ん
の
ひ
ろ
ば

▼
日
時
＝
８
月
26
日
（
木
）
午
前
10

時
30
分
～　
▼
場
所
＝
い
ず
み
保
育

園
な
か
よ
し
文
庫　
▼
対
象
＝
４
歳

以
下
の
子
ど
も
と
保
護
者　
▼
内
容

＝
テ
ー
マ
「
な
つ
」、
絵
本
『
れ
い
ぞ

う
こ
』、『
ね
ず
み
の
か
い
す
い
よ
く
』

問
未
来
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
サ
ー
ク
ル　
　
☎
24
︲
８
０
７
０

家
庭
教
育
セ
ミ
ナ
ー

▼
日
時
＝
９
月
７
日
（
火
）
午
前
10

時
～
11
時
30
分　
▼
場
所
＝
ア
ル
テ

リ
オ
セ
ミ
ナ
ー
室
Ａ　
▼
テ
ー
マ
＝

「
急
か
す
子
育
て
」
か
ら
「
待
つ
子

育
て
」
へ　
▼
定
員
＝
20
人　
▼
受

講
料
＝
無
料

問
（
公
社
）
ス
コ
ー
レ
家
庭
教
育
振

興
協
会　
飯
泉　

☎
０
８
０
︲
５
０
３
２
︲
０
３
０
５

▼
期
日
＝
９
月
28
日
（
火
）

い
ず
れ
も
…

▼
時
間
＝
午
後
１
時
～
３
時　
▼
場

所
＝
市
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
つ
ば
さ
（
小
林
）

▼
申
込
方
法
＝
電
話
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

※
開
催
日
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
開
催
予
定
日
の
前
日

ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

申
問
筑
西
地
方
家
族
会　
古
池

　
　
　
　
　
　
☎
FAX
52
︲
２
７
４
３

こ
こ
ろ
の
窓

「
な
ん
で
も
電
話
相
談
」

▼
日
時
＝
８
月
26
日
・
９
月
９
日

（
木
）
午
後
２
時
～
５
時　

▼
相
談

員
＝
Ｍ
ａ
ｓ
ａ
ｋ
ｏ
．
Ｋ
（
メ
ン
タ

ル
ケ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

※
秘
密
厳
守
、
相
談
無
料

問
Ｍ
ａ
ｓ
ａ
ｋ
ｏ
．
Ｋ

　
　
　
　
　
　
☎
FAX
45
︲
６
６
０
８

相

談

無
料
税
務
相
談

▼
日
時
＝
９
月
１
日
・
15
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分　
▼
場

所
＝
市
役
所
本
庁
２
階
２
０
４
会
議
室

※
予
約
不
要
、
直
接
会
場
へ

問
関
東
信
越
税
理
士
会
下
館
支
部

原　
　
　
　
　
　
☎
57
︲
３
５
４
０

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間

　
い
じ
め
や
児
童
虐
待
な
ど
の
悩
み

を
持
っ
た
お
子
さ
ん
や
、
保
護
者
か

ら
の
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
期
間
＝
８
月
27
日
（
金
）
～
９
月

２
日
（
木
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７

時
（
土
日
は
午
前
10
時
～
午
後
５
時
）

【
相
談
窓
口
】　

　
☎
０
１
２
０
︲
０
０
７
︲
１
１
０

※
秘
密
厳
守
、
相
談
無
料

問
人
権
推
進
課
（
本
庁
２
階
）

　
　
　
　
　
　

☎
24
︲
２
１
０
２

筑
西
地
方
家
族
会

　
親
、
夫
、
妻
、
子
ど
も
、
き
ょ
う

だ
い
な
ど
の
心
の
病
気
で
悩
ん
で
い

る
人
は
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

【
相
談
支
援
】

▼
期
日
＝
９
月
15
日
（
水
）

【
定
例
会
】

防災行政無線の確認は電話やホームページからも

防災無線再応答サービス（無料）

【問】消防防災課（本庁４階）☎２４−２１３２

市では、市民のみなさんへ緊急情報を速やかにお届けできるよう、防災行政
無線を整備していますが、屋内での聞き取りには限界があります。防災行政
無線が聞こえにくい場合には、電話での再応答サービスやホームページで放
送を確認することができるので、情報の収集にご利用ください。

こ
ち
ら
は

防
災
筑
西
で
す

※回線が混雑してつながらない場合は、時間を置いてかけ直してください。
　また、放送中は反映されません。放送終了後に利用してください。

右記二次元コードから、過去の放送を確認することができます。
※一部反映されないものもあります。

　  ホームページからの確認

℡：０１２０- ０２９６- ９９

　筑西市　防災行政無線 検索
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消費生活センターに相談を消費生活センターに相談を！！！！  秘密厳守・無料
振り込め詐欺、多重債務などの消費者問題の相談を
行っています。

【消費者ホットライン】
☎１８８（いやや）※お近くの消費生活窓口を案内します

【消費生活センター】
☎２１-０７４５  平日午前９時〜正午、午後１時〜４時

□心配ごと無料相談 ※よろず相談承ります。
※秘密厳守

区分 一般・電話相談 法律相談

相談日時

一般・電話相談は、
新型コロナウイル
ス感染拡大防止の
ため、当分の間中
止します。

９月３日（金）
午前10時～正午

相談会場 市総合福祉センター（小林）
相談員 弁護士

申込み
【要予約】

８月20日（金）
午前９時～

市内在住者、先着5人

問い合わせ 社会福祉協議会
☎22-5191

□女性相談（祝日休み）※秘密厳守　※要予約　※無料

相談日 毎週月曜日 毎週木曜日
相談時間 午前９時30分～正午 午後１時30分～４時
相談員 女性の専門相談員

相談内容 DV（ドメスティック・バイオレンス）、
夫婦関係、セクシャルハラスメントなど

相談予約 ☎24-2613（直通）
※上記の時間以外は母子保健課に転送

問い合わせ 母子保健課（本庁１階）　☎24-2115

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

5 6 7 ８ ９ 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

問下 館 総 合 体 育 館 　 ☎ 2 ８ - ５ ０ ４ ０

市体育施設  ９月の休館日 休館日＝■色

９月の体育館トレーニング室利用者講習会
トレーニング室を利用するには講習会の受講が必要です。

▶日時＝①３日・10 日・24 日（金）午後７時〜　　　　
　　　　②５日・19 日（日）午後１時 30 分〜
　　　　③ 14 日・28 日（火）午前９時 30 分〜
▶定員＝各先着 10 人（１度に２人まで申込み可）
 【申】【問】下 館 総 合 体 育 館 ☎ 2 ８ - ５ ０ ４ ０

下館総合体育館トレーニング室

いずれも…
▶対　象＝高校生以上　
▶持参品＝体育館用シューズ、運動のできる服装　
▶費　用＝310 円（高校生 210 円）※当日徴収　
▶申込み＝８月 24 日（火）から電話で

▶日時＝ ①５・19 日（日）午前 10 時 30 分〜
　　　　② 10 日（金）午前９時 30 分〜
　　　　③ 14 日（火）午後７時〜
▶定員＝各先着５人（１度に２人まで申込み可）
 【申】【問】協 和 の 杜 体 育 館 ☎ 5 7 - ６ ６ ０ ０

協和の杜体育館トレーニング室

□生活の困りごと無料相談（市）
生活の困りごと無料相談（人権・行政相談）は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、当分の間中止とします。
問い合わせ【人権相談】人権推進課 ☎24-2102

【行政相談】広報広聴課 ☎24-2172

【母子保健課・家庭児童相談室】
☎２４-２６１２
【筑西児童相談所】
☎２４-１６１４
【児童相談所全国共通ダイヤル】
☎１８９（いちはやく）
【いばらき虐待ホットライン】24時間
☎０２９３-２２-０２９３

虐待から子どもを守ろう虐待から子どもを守ろう！！！！　秘密厳守・無料

虐待かな？と
思ったら迷わず
連絡を！

オレンジリボンは、
児童虐待防止の
シンボルです。

□生活習慣病予防のための栄養相談（市）
相談日 毎週木曜日（別日も相談可）
相談場所 健康増進課窓口

相談内容 　 体重や血圧などについて、食事の改善方法を
栄養士がアドバイスします。

申込方法
問い合わせ

健康増進課（本庁２階）に電話で予約
☎２２-０５０６

義援金 〜日本赤十字社を通じて
　全額が被災者に届けられます〜

令和２年７月豪雨災害義援金として
筑西市役所義援金募金箱…7,111円
喫茶　枝おり　様…3,880円　（7月15日現在）

お礼とご報告

災害義援金・救援金を受け付けています
平成30年７月豪雨災害義援金
令和２年７月豪雨災害義援金
令和３年７月大雨災害義援金　など

【受付場所】
社会福祉課（本庁２階）　☎︎22-0525

８ 月 の 納 付 納期限：８月31日（火）
税目・保険料など 担当課 問い合わせ

市・県民税（２期） 市民税課 ☎24-2113
国民健康保険税（２期）

医療保険課 ☎24-2103
後期高齢者医療保険料（２期）

介護保険料（３期） 介護保険課 ☎22-0528
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発行/筑西市　編集/市長公室広報広聴課
〒308-8616 茨城県筑西市田中町丙360番地
☎0296-24-2111（代表）　
メール kouhou@city.chikusei.lg.jp 公式HP

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、掲載内容に変更がある場合があります。変更が
あった場合は、ホームページなどでお知らせします。体調不良の場合、参加はご遠慮ください。

▶︎対象＝おおむね60歳以上　▶︎持参品＝タオル、飲み物　
※�市内居住地区、回数に制限はありません。どの教室にも、月
何回でも無料で参加できます。
【問】高齢福祉課（本庁２階）　☎２２-０５２６

▶︎対象＝「バランスのとれた体力づくり」に関心のある人
▶︎定員＝各先着30人（あけの元気館のみ20人）▶︎持参品＝バス
タオル、タオル、飲み物、運動靴、上履き（アルテリオ会議室Ａ、
あけの元気館、宮山ふるさとふれあい公園を除く）
※�市内居住地区、回数に制限はありません。どの教室にも、月
何回でも無料で参加できます。
【問】健康増進課（本庁２階）　☎２２-０５０６

健康づくり奨励単位認定事業／生涯学習奨励単位該当

９月の乳幼児健診など
健診の種類 期日・受付時間 会　場 対　象

１歳６か月児
健康診査

９日（木）
13：00〜13：55

明野
保健センター 令和２年 

２月
生まれの人14日（火）

13：00〜13：55
下館

保健センター

３歳児
健康診査

10日（金）
12：50〜13：55

明野
保健センター 平成30年 

３月
生まれの人15日（水）

12：50〜13：55
下館

保健センター

マタニティクラス
〜パパママクラス〜
（定員有・要申込）

17日（金）
13：00〜13：10

明野
保健センター

妊婦さんと
その夫

離乳食教室
（要申込）

16日（木）
10：00〜10：15

明野
保健センター

令和３年3月
〜5月生まれ

の人

【申】【問】母子保健課（本庁１階）　☎２４-２１１５

医療機関での健康診査
健診の種類 内容 対　象

３〜４か月児
健康診査 内科診察、身体測定 ３か月〜４か月になる

お子さん

２歳児歯科
健康診査

歯科診察、フッ素塗布、
歯科保健指導

２歳８か月〜2歳11
か月になるお子さん

市内医療機関及び歯科医療機関での健診になります。郵送した受
診票を使って、受診してください。
【問】母子保健課（本庁１階）　☎２４-２１１５

９月のシルバーリハビリ体操教室（予約不要）
地区 日　時 会　場

下
　
館

７日・14日・28日（火）
10日・24日（金）

13：30〜15：00
 アルテリオ集会室

10日・24日（金）
10：00〜11：30

市総合福祉センター（小林） 
  多目的ホール

関
　
城

７日・14日（火）
10：00〜11：30

ペアーノ
リハーサル室

１日・8日・15日・22日（水）
10：00〜11：30

関本公民館
大ホール

明
野

６日・27日（月）
13：30〜15：00

明野いきがいセンター
多目的ホール

協
和

１日・15日（水）
13：30〜15：00

協和公民館
総合ホール

９月の健康運動教室（予約不要）
地区 日　時 会　場

下
　
　
館

２日・９日（木）
３日・17日（金）
16日（木）

13：30〜15：00
※２日・９日は筋力アップ健康運動教室
※16日は認知症予防体操教室

アルテリオ会議室Ａ
※16日はアルテリオ

集会室
（上履き持参）

関
城

１日（水）
13：30〜15：00

関本公民館
大ホール

明
　
　
野

７日・21日（火）
13：30〜15：00

あけの元気館
健康体操室

14・28日（火）
13：30〜15：00

宮山ふるさとふれあい
公園ホール

22日（水）
13：30〜15：30

※認知症予防体操教室
明野いきがいセンター

多目的ホール

協
　
和

３日・17日（金）、27日（月）
13：30〜15：00

※27日は男性のみの教室 協和ふれあいセンター
集会室24日（金）

10：00〜11：30
※認知症予防体操教室

健康づくり奨励単位認定事業／生涯学習奨励単位該当

▶︎持参品＝母子健康手帳、バスタオル　▶︎内容＝身体測定、離
乳食の進め方、子育て、発達についての相談など　
【申】【問】母子保健課（本庁１階）　☎２４-２１１５

日　時 会　場

８日（水）、13日（月）、
21日（火）、30日（木）

9：30〜11：00、13：30〜15：00
※時間は予約の時にお伝えします

��子育て世代包括支援
��センター相談コーナー

��（本庁２階）

９月の育児相談（要予約）
☆�お子さんの身長や体重を測定できる予約制の個別相談です。
日程など都合が合わない場合は、別日でも相談に応じますの
で、問い合わせてください。
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